
 
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

広
島
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 
 

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
五
年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

玄
関
帳
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
設
備
の
構
造
に
係
る
図
面 

 

四 

入
浴
の
用
に
供
す
る
湯
水
の
給
排
水
設
備
の
配
置
及
び
系
統
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
並
び
に
ボ
イ
ラ 

ー
、
ろ
過
器
、
消
毒
設
備
等
の
仕
様
書 

 

第
五
条
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
又
は
第
七
条
の
二
第
五
項
」
に
、「
第
七
条
の
三
第
一

項
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
項
の
届
出
に
は
、
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
廃
止
の
場
合
に
あ
つ
て

は
前
条
第
一
項
の
許
可
指
令
書
又
は
前
条
第
二
項
の
承
認
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

法
人
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
場
合
は
、
登
記
事
項
証
明 

書 
 

二 

構
造
設
備
の
変
更
の
場
合
は
、
当
該
変
更
に
係
る
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
書
類 

 

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



（
別
記
）
 

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
 

（
表
）
 

 

  
広
島
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄

 
  

旅
館
業
営
業
許
可
申
請
書
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
広
島
県
知
事
様
 

郵
便
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 申

請
者
 
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
） 

氏
名
 
法
人
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
 
 
 
 
 
 

及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

電
話
番
号
 

 
次
の
と
お
り
旅
館
業
の
営
業
の
許
可
を
受
け
た
い
の
で
，
旅
館
業
法
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
，

関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

施
設

名
称
 
 

所
在

地
 
郵
便
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

 

営
業

の
種

別
 
□
ホ
テ
ル
営
業
 
□
旅
館
営
業
 
□
簡
易
宿
所
営
業
 
□
下
宿
営
業
 

有
無
 

有
・
無
 

内
容

 
旅

館
業

法
施

行
規

則
第

５
条

第
１

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
の

有
無

 

及
び

そ
の

内
容

等
 

営
業

期
間

（
季

節
的

営
業

に
限

る
。
）

年
 
月
 
日
か
ら
 
 
 
年
 
月
 
日

ま
で
（
 
 
 
日
間
）
 

有
 
 
 
無
 

有
 
 
・
 
 
無
 

申
請

者
が

法
第

３
条

第
２

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る

こ
と
の
有
無
及
び
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
内
容
 

内
 
 
 
容
 

 

有
 
 
 
無
 

有
 
 
・
 
 
無
 

営
業

施
設

の
設

置
場

所
の

周
囲

１
０

０
メ

ー
ト

ル
の

区
域

内
に

お
け

る
旅

館
業

法
第

３
条

第
３

項
各

号
に

規
定

す
る

施
設

の
有

無
及
び
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
施
設
の
名
称
 

施
設
の
名
称
 

 

衛
生

管
理
 

責
任

者
氏

名
 

 

総
客

室
数
 
 
 
室
（
和
室
 
 
室
，
洋
室
 
 
室
）

総
定
員
数
 

 
 
 
人

工
事

し
ゆ

ん
工

予
定

日
 

 
年
 
月
 
日

建
築

確
認

検
査

済
日

 
年
 
月
 
日

添
付
書
類
 
１
 
施
設
の
敷
地
の
周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
見
取
図
 

 
 

 
２
 
施
設
の
配
置
図
及
び
平
面
図
 

３
 
玄
関
帳
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
設
備
の
構
造
に
係
る
図
面
 

 
 
 
 
４
 
入
浴
の
用
に
供
す
る
湯
水
の
給
排
水
設
備
の
配
置
及
び
系
統
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
並
び

 
に
ボ
イ
ラ
ー
，
ろ
過
器
，
消
毒
設
備
等
の
仕
様
書

 
 

 
５
 
法
人
に
あ
つ
て
は
，
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
 

注
 
１
 
欄
内
に
記
入
で
き
な
い
場
合
は
，
別
紙
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

 
 

 
 



 
（
裏
）
 

構
造
設
備
 

敷
地

面
積
 

㎡
建

築
面

積
㎡

建
物

の
構

造
 

造
 
 
階
建

（
旅
館
等
部
分
 
 
階
）
 

客
室

延
床

面
積

㎡

 
客

室
又

は
 

タ
イ

プ
別

名
称

 

和
洋

の
別

床
面

積
定

員
数

客
室

数
 
客

室
内

浴
槽

の
有

無

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   階
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   階
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

客
      室
 

   階
 
 

 
 

 
 

 

 
合
 
 
 
 
計
 

 
 

 
 

 

調
理

場
 
有
・
無
 

洗
面

所
洗

面
所

数
（

 
 

箇
所

）
，
給

水
栓

数
（

 
 

個
）

便
所
 
大
便
器
数
（
 
 
 
 
個
），

小
便
器
数
（
 
 
 
 
個
），

兼
用
（
 
 
 
 
個
）

使
用

水
 
水
道
水
，
地
下
水
，
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
）
 

貯
水
槽
 

有
 
・
 
無

原
水
 
水
道
水
，
地
下
水
，
温
泉
水
，
そ
の
他
（
 
 
）
 

貯
水
槽
 

有
 
・
 
無

貯
湯

槽
 

有
 
・
 
無
 
 
 
 
 
 
 
有
の
場
合
，
設
定
温
度
 
 
 
 
 
 
℃
 

浴
槽

水
の
 

消
毒

方
法
 

 
薬
剤
名
 
 

連
日

使
用

型
循

環
浴

槽
箇
所

換
水
頻
度
 

（
 
）
日
に

1
回

毎
日

完
全

換
水

型
循

環
浴

槽
箇
所

非
循

箇
所

環
毎

日
完

全
換

水
型

浴
槽

掛
流

し
浴

槽
箇
所

浴
槽
 

屋
外

浴
槽

箇
所

    

ろ
材
の
種
類
 

ろ
過
能
力
 

設
置
数
 

集
毛
器
の
有
無

 
ｍ

３
／
時

有
 
・
 
無

 
ｍ

３
／
時

有
 
・
 
無

ろ
過

器
等
 

ｍ
３
／
時

有
 
・
 
無

気
泡
発
生
装
置
等
 

基
 

打
た

せ
湯
 

箇
所

使
用
水
 

水
道
水
，
地
下
水
，
温
泉
水
，
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
）

シ
ャ

ワ
ー

設
備
 

箇
所

使
用
水
 

水
道
水
，
地
下
水
，
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
 

回
収

槽
 

有
 
・
 
無
 

共同入浴設備
 

サ
ウ

ナ
室

等
 

有
 
・
 
無
 

脱
 
衣
 
室
 

有
 
・
 
無
 

備
  考
 

 

 

 
 



 
別
記
様
式
第
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                    



様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）
 

 

し
 
ゆ
 
ん
 
工
 
届
 

 

                                          
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 

広
島
県
知
事
様
 
 
 

 

郵
便
番
号
 

                                   
 住

所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 氏

名
 
法
人
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 及

び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 電

話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
平
成
 
   年

    月
    日

付
け
で
申
請
し
た
次
の
施
設
は
，
平
成
 
   年

    月
    日

に
し
ゆ
 

ん
工
し
ま
し
た
。
 

 １
 申

請
施
設
の
名
称
 

  ２
 申

請
施
設
の
所
在
地
 

           添
付
書
類
 
１
 
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
検
査
済
証
等
の
写
し

 
 
 
 
 
 
２
 
消
防
法
令
適
合
通
知
書

 
注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

 



様
式
第
５
号
（
第
６
条
関
係
）
 

  

  
 
広
島
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄

 
 

 

旅
館
業
営
業
承
継
承
認
申
請
書
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 

広
島
県
知
事
様
 

                                   
郵

便
番

号
 

主
た
る
事
務
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 の

所
在

地
 
 
 

                               申
請
者
 
名
 
 
 
 
称
 

代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ㊞

 

 
 

 
 

 
 
 
 
電

話
番

号
 

 
旅
館
業
法
第
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
旅
館
業
営
業
の
承
継
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書

類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

名
称

 

所
在

地
 

許
可

指
令

番
号

及
び

許
可

年
月

日
 
指
令
 
 第

 
 
 
 
号
     

年
    月

    日
 

承
継

す
る

 

  営
業

施
設

 
営

業
の

種
類

 

名
称

及
び

代
表

者
氏

名

 
合
併
に
よ
り
消
滅
す
 

る
法
人
又
は
分
割
前
 

の
法
人
 

主
た

る
事
務

所
の

所
在
地

 

名
称

及
び

代
表

者
氏

名

 
合
併
後
存
続
す
る
法
 

人
若
し
く
は
合
併
に
 

よ
り
設
立
さ
れ
る
法
 

人
又
は
分
割
に
よ
り
 

当
該
旅
館
業
を
承
継
 

す
る
法
人
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

郵
便
番
号
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

合
併

又
は

分
割

の
予

定
年

月
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

有
無
 

有
 
・
 
無
 

合
併

後
存

続
す

る
法

人
若

し
く

は
合

併
に

よ
り

設
立

さ
れ

る
法

人
又

は
分
割
に
よ
り
当
該
旅
館
業
を
承
継
す
る
法
人
が
，
法
第
３
条
第
２
項

各
号

に
該

当
す

る
こ

と
の

有
無

及
び

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
，

そ
の
内
容
 

内
容
 

 

有
無
 

有
 
・
 
無
 

営
業

施
設

の
設

置
場

所
の

周
囲

１
０

０
メ

ー
ト

ル
の

区
域

内
に

お
け

る
旅

館
業

法
３

条
第

３
項

各
号

に
規

定
す

る
施

設
の

有
無

及
び

該
当

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
内
容
 

内
容
 

 

添
付
書
類
 
１
 
施
設
の
敷
地
の
周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
見
取
図
 

 
 
 
 
 
２
 
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
旅
館
 

業
を
承
継
す
る
法
人
の
定
款
又
は
寄
付
行
為
の
写
し
 

注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 



様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）
 

  

  
広
島
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄

 
 

旅
館
業
営
業
承
継
承
認
申
請
書
 

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 

 
広
島
県
知
事
様
 
 
 

 

 
郵
便
番
号
 

申
請
者
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

   
 
   

 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ㊞

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 年

 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
被
相
続
人
と
の
続
柄
 

  
旅
館
業
法
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
旅
館
業
営
業
の
承
継
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書

類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

名
称

 

所
在

地
 

許
可

指
令

番
号

及
び

許
可

年
月

日
 指

令
 
  第

 
 
 
号
     

年
     月

    日
 

承
継

す
る
 

  営
業

施
設
 
営

業
の

種
類

 

氏
名

 
被

相
続

人
 
住

所
 

相
続

開
始

の
年

月
日

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

有
無
 

有
 
・
 
無
 

申
請
者
が
法
第
３
条
第
２
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
す
る
こ
と

の
有
無
及
び
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
内
容
 

内
容
 

 

有
無
 

有
 
・
 
無
 

営
業
施
設
の
設
置
場
所
の
周
囲
１
０
０
メ

ー
ト

ル
の
区

域
内

に
お

け

る
旅
館
業
法
第
３
条
第
３
項
各
号
に
規
定

す
る

施
設
の

有
無

及
び

該

当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
内
容
 

内
容
 

 

添
付
書
類
 
１
 
施
設
の
敷
地
の
周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
見
取
図

 
２
 
戸
籍
謄
本

 
  

 
    

３
 
相

続
人

が
２

人
以

上
あ
る

場
合

は
，
届

出
者

が
営
業

者
の

地
位
を

承
継

す
る
相

続
人

と
し

て
選
定
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
相
続
人
全
員
の
同
意
書

 
注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

 

 
 



様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
令

     第
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 
 
 
 
住
所

 
 
 
 
氏
名

 

  
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
旅
館
業
営
業
に
つ
い
て
は
，
旅
館
業
法
（
昭
和

23
年
法
律

第
138

号
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
，
次
の
と
お
り
許
可
し
ま
す
。

 

  
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 

    
印

 

  １
 
営
業
施
設
の
名
称

 

  ２
 
営
業
施
設
の
所
在
地
 
 
 

 

  ３
 
営
業
の
種
別

 

  ４
 
条
 
 
 
件

 
          注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



様
式
第
８
号
（
第
７
条
関
係
）
 

 

旅
館
業
営
業
承
継
承
認
書
 

 

指
令
      

第
 
 
 
 
 
 
号
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 

  
平
成
   

年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
つ
た
旅
館
業
営
業
の
承
継
に
つ
い
て
は
，
旅
館
業
法
（
昭

和
23

年
法
律
第

138
号
）
第
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
，
次
の
と
お
り
承
認
し
ま
す
。
 

  
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         広

島
県
知
事
             

印
 

  １
 
営
業
施
設
の
名
称
 

  ２
 
営
業
施
設
の
所
在
地
 

  ３
 
条
 
 
  件

 

           注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 



様
式
第
９
号
（
第
７
条
関
係
）
 

 

旅
館
業
営
業
承
継
承
認
書
 

 

指
令
      

第
 
 
 
 
 
 
号
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 

  
平
成
   

年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
つ
た
旅
館
業
営
業
の
承
継
に
つ
い
て
は
，
旅
館
業
法
（
昭

和
23

年
法
律
第

138
号
）
第
３
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
，
次
の
と
お
り
承
認
し
ま
す
。
 

  
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         広

島
県
知
事
             

印
 

  １
 
営
業
施
設
の
名
称
 

  ２
 
営
業
施
設
の
所
在
地
 

              注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 



様
式
第

10
号
（
第
８
条
関
係
）
 

申
請
書
記
載
事
項
変
更
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

届
 

営
業

の
廃

止
・

停
止

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
県
知
事
様
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 郵

便
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 住

所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 氏

名
 

法
人
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
名
称
 
 
 
 
 
 
 
 

及
び
代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 電

話
番
号
 

 

次
の
と
お
り
（
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
，
営
業
の
廃
止
・
停
止
）
を
し
た
の
で
，
旅
館
業
法
施
行

規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
つ
て
届
け
出
ま
す
。
 

 １
 
営
業
施
設
の
名
称
 

 ２
 
営
業
施
設
の
所
在
地
 

 ３
 
営
業
の
種
別
，
許
可
指
令
番
号
及
び
許
可
年
月
日
 

 ４
 
届
出
事
項
 

    添
付
書
類
 
１
 
法
人
の
名
称
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
場
合
は
，
登
記

事
項
証
明
書

 
２
 
構
造
設
備
の
変
更
の
場
合
は
，
変
更
前
後
の
関
係
図
面

 
３
 
営
業
廃
止
の
場
合
は
，
許
可
指
令
書
又
は
営
業
承
継
承
認
書

 
注
 
１
 
不
用
の
文
字
は
，
消
す
こ
と
。
 

 
 
２
 
届
出
事
項
に
は
，
変
更
の
場
合
は
変
更
年
月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
事
項
，
廃
止
の
場

 
合
は
廃
止
年
月
日
，
停
止
の
場
合
は
停
止
期
間
を
記
載
す
る
こ
と
。 。。

 
 
 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 
 



 
 
 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
旅
館
業
法
施
行
細
則
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の 

手
続
は
、
改
正
後
の
旅
館
業
法
施
行
細
則
に
よ
っ
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 
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